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●非常災害への海上からの支援のため、港湾管理者単位でなく国が港湾の利用調整を行えるようになること
●東京オリンピックを二年後に控え、急増する訪日外国人を迎え入れるため、クルーズ船の寄港拠点となる
港湾の受け入れ環境の整備
●東日本大震災による原発事故を受け、再生エネルギーを生み出すための風力発電施設の設置場所としての
港湾区域の利用
などの解説を盛り込んだ三訂版。

クルーズに関する改正等、最新の港湾政策に対応した
港湾実務者の必携書!
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平成28年、29年の法改正に対応

逐条解説だけでなく、
港湾法と港湾施設管理条
例等との関係に言及して
港湾管理実務の法的側面
が分析されています！
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